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  ・委任状（様式） ････････････････････････････････････････････････････････54 

  ・関東信越厚生局神奈川事務所（旧神奈川社会保険事務局）への届出について ････55 

 

8.被保険者資格証明書の明細書（特別療養費）の請求方法について ･･････56 

 

9.老人医療費助成制度の取り扱いについて････････････････････････････････57 

 

10.重度障害者医療制度の取り扱いについて･････････････････････････････58･59 

 （1）被保険者が市町村国保の場合 

 （2）神奈川県内国保組合（６保険者）の場合 

 （3）全国国保組合(全国土木・全国建設工事業)の場合 

 （4）後期高齢者医療の場合  

 関連資料 

  ・重度障害者医療制度実施市町村一覧表 ････････････････････････････････････60 

  ・神奈川県内の保険者一覧表 ･･････････････････････････････････････････････61 

  ・区役所一覧表 ･･････････････････････････････････････････････････････････62 

  ・関係機関一覧表 ････････････････････････････････････････････････････････62 

 

11.レセプト電算（電子レセプト）の請求の取り扱いについて･･････････63･64 

Ｑ１ レセプト電算移行に係る国保連合会の問い合わせ先 

Ｑ２ 電子レセプト（媒体）を国保連合会に直接持参する場合 

Ｑ３ 郵送で電子レセプト（媒体）を国保連合会に提出する場合 

Ｑ４ 電子レセプト（媒体）の受付保険者 

Ｑ５ 電子レセプト（媒体）による請求に対する請求書（浅黄色用紙） 

Ｑ６ 返戻明細書の再請求分 

Ｑ７ 電子レセプト(媒体)による請求の受領書（総括票）の記入方法 

Ｑ８ 電子レセプト(媒体)による福祉医療費の医保（社会保険分）請求 

Ｑ９ レセプト電算機関による被保険者資格証明書の明細書（特別療養費）の提出



方法 

Ｑ10  未請求の月遅れ分の請求 

Ｑ11 光ディスク等送付書 

Ｑ12 レセプト電算症状詳記等の取り扱い 

 関連資料 

  ・症状経過及び日計表等に係る提出状況 ････････････････････････････････････65 

  ・症状詳記等の編綴方法 ･･････････････････････････････････････････････････66 

・レセプト電算（電子レセプト）による請求を開始するまで ･･････････････････67 

  ・光ディスク等を用いた費用の請求に係る確認試験依頼書（様式） ････････････68 

  ・電子媒体への表記 ･･･････････････････････････････････････････････････69･70 

  ・光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出（様式） ････････････････････71 

  ・光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出 作成要領 ･･････････････････72 

  ・オンライン請求について ････････････････････････････････････････････････73 

・オンライン請求のネットワーク回線について（医療機関・薬局） ････････････74 

  ・オンライン請求用パソコンについて（医療機関・薬局） ････････････････････75 

  ・電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出（様式） ････････････76 

  ・電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出 作成要領 ･･････････77 

  ・オンライン請求システム利用規約 ････････････････････････････････････78～81 

  ・レセプトのオンライン請求に係る利用日程及び利用時間 ････････････････････82 

 

12.国保連合会から送付する各種帳票の見方等について 

（1）各種帳票の見方 

①増減点並びに返戻連絡書 ･･･････････････････････････････････････････83･84 

②返戻付せん ･･････････････････････････････････････････････････････85～87 

③過誤通知書 ･･････････････････････････････････････････････････････88～92 

④再審査結果通知書兼過誤通知書 ····································93～95 

⑤支払通知書 ··························································96 

  ⑥調整額連絡書 ························································97 

（2）再審査申し出について ･････････････････････････････････････････････････98 

①申請理由書の記載要領 ････････････････････････････････････････････････99 

 

13.福祉医療費助成事業の取り扱いについて･･････････････････････････100･101 

Ｑ１ 請求書の編綴方法 

Ｑ２ 請求書の再掲欄 

Ｑ３ 横浜市の○乳○障の請求書の記入方法 

Ｑ４ 実施者が１枚の請求書に書ききれない場合 

Ｑ５ 月遅れの請求や返戻された明細書の請求 



Ｑ６ 福祉医療費の請求で他法との併用の請求（例：５１＋８０） 

 Ｑ７ 請求書のコピー 

Ｑ８ ２枚複写明細書の記載 

Ｑ９ 明細書の綴り方 

Ｑ10  電算出力の明細書 

Ｑ11  請求書用紙の入手方法 

Ｑ12  ２枚複写の明細書の入手方法 

Ｑ13 保険請求点数と公費請求点数がある場合 

Ｑ14 支払基金から明細書が返戻された時の連合会提出分の明細書について 

関連資料 

・福祉医療費（医保用）請求書の記載について ･･････････････････････････102～106 

・福祉医療費の請求方法について ･･･････････････････････････････････････････107 

・福祉医療費（医保用）明細書の記載について ･･･････････････････････････108･109 

・福祉医療費（医保用）の請求書及び明細書の編綴方法について ･･･････････････110 

・県下小児医療費助成事業市町村主管課及び公費負担者番号 ･･･････････････････111 

・県下ひとり親家庭等医療費助成事業市町村主管課及び公費負担者番号 ･････････112 

・県下重度障害者医療費助成事業市町村主管課及び公費負担者番号 ･････････････113 

 

 

 


